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◆
東
久
留
米
ペ
ン
習
字
会　

毎
月
第
１
・
第
３
①
月
曜
日
の
午

前
９
時
と　

時
半
か
ら
が
市
民

１０

生
活
館
、
②
水
曜
日
の
午
前
９
時
、

　

時
半
、
午
後
１
時
か
ら
が
中
央

１０公
民
館
で
。
入
会
金
３
０
０
円
、

会
費
月
２
３
８
０
円
。
つ
け
ペ
ン

と
ボ
ー
ル
ペ
ン
。
詳
し
く
は
河
端

（
か
わ
ば
た
）
�　

･
８
４
５
５

７５

（
午
後
７
時
以
降
）
へ
。

　

◆
バ
イ
オ
リ
ン
を
楽
し
む
会

　

月
３
回
。
月
曜
日
の
午
前　

時
１１

〜
正
午
、
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。

親
子
（
乳
幼
児
）
歓
迎
。
詳
し
く

は
佐
竹
�
０
９
０
･
１
８
１
１

･
７
４
７
７
へ
。

　

◆
中
央
レ
イ
ン
ボ
ー
ミ
ニ
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル　

毎
週
月
曜

日
が
第
一
小
学
校
、
金
曜
日
が
第

三
小
学
校
で
、
い
ず
れ
も
午
後
５

時
半
〜
８
時
。
会
費
月
１
０
０
０

円
。
小
学
３
年
〜
５
年
生
。
高
校

生
以
上
の
指
導
者
も
募
集
。
詳
し

く
は 

村
�
０
９
０
･
８
８
１

１
・
３
９
７
８
へ
。

　

◆
少
年
サ
ッ
カ
ー
（
東
久
留
米

キ
ッ
カ
ー
ズ
）　

毎
週
土
曜
・
日

曜
日
、
第
四
小
学
校
、
都
立
久
留

米
養
護
学
校
、
東
京
学
芸
大
学
付

属
養
護
学
校
ほ
か
で
。
会
費
幼
児

が
月
２
０
０
０
円
、
小
学
１
年
・

２
年
生
が
月
３
５
０
０
円
、
小
学

３
年
〜
６
年
生
が
月
４
３
０
０

円
。
詳
し
く
は
田
上
�　

･
７
４

７１

６
６
へ
。

　

◆
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
東
久
留

米
第
２
団　

小
学
生
男
子
。
楽
し

い
夏
キ
ャ
ン
プ
で
よ
い
生
活
習

慣
を
。
詳
し
く
は
當
麻
�　

・
７

７３

４
３
０
へ
。

　

◆
軟
式
野
球
（
東
久
留
米
ド

リ
ー
ム
ズ
）　

土
曜
・
日
曜
日
、

市
内
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
。
会
費
月
１

５
０
０
円
。　

歳
〜　

歳
の
方
。

４５

６５

還
暦
の
方
歓
迎
。
詳
し
く
は
浜
村

�　

・
２
８
５
８
へ
。

７３

　

◆
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
（
ダ
ン
ス
Ｍ

　

〈
エ
ム
ズ
〉）　

毎
週
月
曜
・
木

Ｓ’

ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
東
本
町
で
。
入
会

金
１
０
０
０
円
、
会
費
月
３
０
０

０
円
。
初
心
者
歓
迎
。
詳
し
く
は

浅
石
（
あ
さ
い
し
）
�　

･
０
８

７１

５
７
へ
。

　

◆
フ
ラ
ダ
ン
ス
（
プ
ル
メ
リ

ア
）　

月
３
回
、
月
曜
日
の
午
後

８
時
〜
９
時
半
、
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
で
。
入
会
金
３
５
０
０
円
、

会
費
月
３
５
０
０
円
。
初
心
者
歓

迎
。
詳
し
く
は
西
山
�
０
９
０
･

８
８
７
６
･
８
１
４
６
へ
。

　

◆
コ
ー
ラ
ス
（
コ
ー
ル
ひ
ば

り
）　

主
に
第
１
・
第
３
日
曜
日

の
午
後
２
時
〜
４
時
、
南
部
地
域

セ
ン
タ
ー
で
。
会
費
月
２
６
０
０

円
。
詳
し
く
は
櫻
井
�　

・
４
５

６４

２
５
へ
。

　

◆
卓
球
（
テ
ー
ブ
ル
テ
ニ
ス
ナ

ト
リ
）　

毎
週
木
曜
日
の
午
後
７

時
〜
９
時　

分
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

２０

タ
ー
で
。会
費
１
回
６
０
０
円
。４

歳
〜
小
学
６
年
生
（
要
保
護
者
同

伴
）。
中
国
人
の
指
導
あ
り
。
詳
し

く
は
名
取
�　
・
３
５
２
２
へ
。

７８

　

◆
第　

回
定
期
演
奏
会
（
東
久

１７

留
米
市
民
吹
奏
楽
団
）　

７
月　
１７

日
（
日
）
午
後
２
時
開
演
、
中
央

公
民
館
ホ
ー
ル
で
。
入
場
無
料
。

曲
目
は
吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
課

題
曲
、
山
口
百
恵
メ
ド
レ
ー
ほ
か
。

詳
し
く
は
阿
部
�
０
９
０
･
８

６
４
０
･
０
８
４
６
へ
。

　

◆
恒
例
七
夕
ダ
ン
ス
パ
ー

テ
ィ
ー
（
東
久
留
米
社
交
ダ
ン

ス
）
７
月　

日
（
日
）
午
後
２
時

１０

半
〜
５
時
半
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
で
。
参
加
費
前
売
り
８
０
０

円
（
当
日
１
０
０
０
円
）。
一
人

で
も
気
軽
に
ご
参
加
を
。
詳
し
く

は
臼
井
（
う
す
い
）
�　

･
１
５

７６

０
４
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー

（
パ
ー
ト
Ⅱ
）　

７
月　

日
（
水
）

１３

午
後
６
時
〜
９
時
、
市
民
プ
ラ
ザ

ホ
ー
ル
で
。
参
加
費
１
０
０
０
円
。

詳
し
く
は
荒
川
�　

･
８
２
３

７２

 
催　
　

し 

  
国
民
健
康
保
険
の
運
営
状
況

国
保
の
現
状
と
課
題

　

国
保
制
度
は
、
農
林
水
産
業
や

自
営
業
に
従
事
す
る
方
を
対
象
と

す
る
制
度
と
し
て
昭
和　

年
に
創

３６

設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、　

余
４０

年
を
経
過
し
て
今
日
で
は
、
加
入

者
の
中
で
年
金
受
給
者
等
無
職
の

方
が　

㌫
を
占
め
て
い
ま
す
（
表

５１

１
参
照
）。

　

少
子
高
齢
化
、
産
業
構
造
の
変

化
、
景
気
低
迷
等
の
影
響
に
よ
り
、

加
入
者
の
高
齢
化
と
低
所
得
化
が

急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
。
医
療
費

は
著
し
く
増
え
続
け
、
こ
れ
に
対

す
る
税
収
入
は
減
る
と
い
う
傾
向

が
続
い
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
全

国
の
区
市
町
村
の
大
半
が
一
般
会

計
か
ら
の
赤
字
財
政
補
て
ん
に
よ

る
繰
入
金
に
よ
っ
て
収
支
を
保
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
赤
字
繰
入
金
は

　

年
度
決
算
で
は
、
３
６
８
０
億

１４円
（
表
２
参
照
）
に
も
及
び
、
財

政
的
に
厳
し
い
運
営
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

市

の

現

状

　

国
保
制
度
が
、
財
政
的
に
も
安

定
し
て
運
営
で
き
る
こ
と
が
国
民

的
な
課
題
で
も
あ
り
、
市
長
会
等

か
ら
国
に
対
し
て
医
療
保
険
制
度

の
抜
本
改
正
を
強
く
要
望
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
は
保
険
者
と
し

て
国
保
事
業
が
よ
り
安
定
し
て
運

じ
て
い
ま
す
。　

年
度
も
同
程
度

１７

の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
介
護
保
険
納
付
金
に
係
る
必

要
相
当
額
を
国
保
税
と
し
て
賦

課
・
徴
収
す
る
」と
さ
れ
て
い
る
国

保
法
の
規
定
に
基
づ
き
、制
度
の
趣

旨
に
沿
っ
て
介
護
保
険
の
税
率
等

を
改
定
し
ま
す（
上
掲
③
参
照
）。

　

な
お
、
今
回
の
改
定
に
よ
る
引

き
上
げ
総
額
は
年
間
で
３
８
３
３

万
５
千
円
（
介
護
保
険
の
加
入
者

一
人
当
た
り
、
年
間
で
２
７
０
９

�

�

�

�

�����������������������������

�����������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

年
度
の
免
除
申
請
は 

１７７
月
１
日
か
ら
の
受
け
付
け

　
　

年
度
の
免
除
申
請
（
７

１７
月
〜　

年
６
月
分
）
の
受
け

１８

付
け
を
開
始
し
ま
す
。
所
得

が
少
な
い
な
ど
の
経
済
的
な

理
由
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

に
は
、
申
請
し
て
承
認
を
受

け
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免

除
に
な
り
ま
す
。
前
年
に
引

き
続
き
免
除
を
希
望
さ
れ
る

方
も
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

免
除
に
は
保
険
料
の
全
額

（
１
万
３
５
８
０
円
）
と
半
額

（
６
７
９
０
円
）
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
全
額
ま
た
は
半

額
免
除
さ
れ
た
期
間
に
つ
い

て
は
、　

年
間
の
範
囲
で
さ
か

１０

の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る

（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す（
た

だ
し
、経
過
期
間
に
よ
り
一
定

の
額
が
保
険
料
に
加
算
さ
れ

ま
す
）。
ま
た
、
免
除
を
受
け

た
期
間
に
つ
い
て
は
、老
齢
基

礎
年
金
の
額
を
計
算
す
る
際

に
、
全
額
免
除
の
場
合
は
、
保

険
料
納
付
済
み
期
間
の
３
分

の
１
と
し
て
、半
額
免
除
の
場

合
は
保
険
料
納
付
済
期
間
の

３
分
の
２
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。
な
お
、半
額
免
除
さ
れ

た
期
間
に
お
い
て
半
額
の
保

険
料
を
納
め
な
い
場
合
は
、未

納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国

民
年
金
係
�　

・
７
７
３
３
へ
。

７０

 

　

知
っ
て
く
だ
さ
い

　
　

国
民
健
康
保
険
の
現
状

円
の
引
き
上
げ
）
と
な
り
ま
す
。

ら
、
国
民
健
康
保
険
の
高
齢
者
医

療
の
受
給
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
の

高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
７

月　

日
で
切
れ
る
こ
と
か
ら
、
新

３１
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
中
旬

に
お
送
り
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
は　

月
１
日
に
被

１０

保
険
者
証
の
一
斉
更
新
を
控
え
て

い
て
、
そ
の
際
、
被
保
険
者
証
が

高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
た
様
式
に

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
７
月
中

旬
に
お
送
り
す
る
高
齢
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
現
行
の
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
に
合
わ
せ
た
９
月

　

日
ま
で
の
２
カ
月
間
の
も
の
と

３０な
り
ま
す
。

　

診
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
」
と
一
緒

に
こ
の
高
齢
受
給
者
証
も
医
療
機

関
等
の
窓
口
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

一
部
負
担
割
合
の 

判
定
基
準
を
改
正

　

収
入
や
所
得
状
況
に
応
じ
、
一

部
負
担
の
割
合
は
１
割
ま
た
は
２

割
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
判
定
基

準
が
８
月
か
ら
変
わ
り
ま
す
。
現

あ
っ
て
も
、
同
一
世
帯
の　

歳
以

７０

上
の
被
保
険
者
お
よ
び
老
人
保
健

の
該
当
者
の
収
入
が
６
２
１
万
円

未
満
（
対
象
者
が
一
人
の
と
き
は

４
８
４
万
円
未
満
）
の
場
合
は
、

申
請
に
よ
っ
て
１
割
負
担
と
な
り

ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
収
入
が

確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
必

ず
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
【
高
齢
者
医
療
の
負
担
軽
減
措

置
を
受
け
て
い
る
方
は
】
国
民
健

康
保
険
の
高
齢
者
医
療
を
受
け
る

と
き
、
収
入
が
少
な
い
方
に
対
し

て
は
、
申
請
に
よ
り
「
国
民
健
康

保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
こ
の
負
担
減
額
認
定
証
を
受

け
る
と
、
１
カ
月
の
負
担
限
度
額

が
１
万
２
０
０
０
円
か
ら
８
０
０

０
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
な
ど
の

一
部
負
担
金
の
軽
減
が
受
け
ら
れ

ま
す

　

こ
の
認
定
を
受
け
る
場
合
、
同

一
世
帯
の
国
保
被
保
険
者
と
当
該

世
帯
の
世
帯
主
（
擬
制
世
帯
主
を

含
む
）
が
、
当
該
年
度
市
・
都
民

税
（
申
請
月
が
４
月
〜
７
月
の
と

き
は
前
年
度
）
が
非
課
税
で
あ
る

営
で
き
る
よ
う
に
、
国
保
税
の
改

定
と
低
所
得
者
に
対
す
る
税
の
軽

減
割
合
の
拡
充
、
退
職
者
医
療
制

度
へ
の
切
り
替
え
促
進
、
生
活
習

慣
病
に
対
す
る
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事

表１　国保（市町村）の現状
全国数値

平成１４年度昭和３６年度区　分

４,６１９万人４,５１１万人被保険者数（年度末）

３６.４％４７.０％加入率

２.０人４.２人被保険者数／世帯数

２７.０％４.８％老人加入率

４.９％４４.７％農林水産業
世
帯
主
職
業

１７.３％２４.２％自営業

２４.１％１３.９％被用者

５１.０％９.４％無　職

２.７％７.８％その他

※厚生労働省資料より

表２　国保（市町村）の収支状況
（億円）
１４年度１３年度１２年度区　分

７９,６３６７８,１１４７３,４２６収入状況

７９,４７８７５,９２８７１,５０６支出合計

１５８２,１８６１,９２０収支差引額

△１,８７０△１,８３８△１,０２９単年度収支差引額

３,６８０３,４６５３,１９７
一般会計繰入金

（赤字財源補てん）

２７,９３５２５,０６２２１,９３６老人保健拠出金

※厚生労働省資料より

し
、原
案
通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

改

定

の

内

容

　
【
医
療
分
】　

年
度
国
保
税
（
医

１７

療
分
）
は
、
加
入
者
の
所
得
低
下

や
年
金
所
得
者
の
増
加
な
ど
に

よ
っ
て
、
応
能
割
合
が
下
が
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
能
・
応

益
割
合
を
調
整
（
左
掲
①
参
照
）

さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
、
所
得
割

に
係
る
税
率
を
改
定
し
ま
す
（
左

掲
②
参
照
）。

　
【
介
護
分
】介
護
保
険
に
係
る
国

保
税
は
、
当
該
年
度
分
の
介
護
納

付
金
に
要
す
る
費
用
か
ら
公
費
負

担
分
（　

㌫
）
を
除
き
、
国
保
税

５０

の
医
療
分
と
一
緒
に
介
護
分
（　
５０

　

毎
年
、
医
療
費
等
は
増
加
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、

　

年
度
国
保
税
（
医
療
分
・
介
護

１７分
）
税
率
等
の
改
定
を
検
討
す
る

必
要
性
が
生
じ
ま
し
た
。

検

討

の

経

過

　

市
で
は
、
昨
年　

月
に
国
民
健

１０

康
保
険
運
営
協
議
会
に
対
し
て
、

「
国
保
税
の
税
率
等
（
医
療
分
・
介

護
分
）
の
改
定
」
に
つ
い
て
諮
問

し
、
同
協
議
会
で
は
、
改
定
の
必

要
性
や
内
容
等
を
審
議
・
検
討
し

答
申
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
答
申
を
受
け
て
、昨
年　

月
１２

に
開
か
れ
た
第
４
回
市
議
会
定
例

会
に
国
保
条
例
の
改
正
案
を
提
案

　

年
度
国
民
健
康
保
険
税
の

１７

税
率
等
を
改
定

㌫
）
を
賦
課
・
徴
収
す
る
と
し
て

い
ま
す
。
介
護
保
険
納
付
金
も
制

度
の
利
用
拡
大
に
伴
っ
て
増
加
し
、

　

年
度
介
護
納
付
金
は
、
昨
年
に

１６比
較
し
て
９
５
６
８
万
１
千
円
の

増
加
、
公
費
負
担
分
を
除
い
て
も

２
０
８
５
万
４
千
円
の
不
足
が
生

業
等
の
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま

し
た
。

　

国
保
制
度
は
、
国
や
都
な
ど
か

ら
の
公
費
負
担
（　

㌫
）
と
国
保

５０

税
（　

㌫
）
に
よ
っ
て
医
療
費
の

５０

支
払
い
に
充
て
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
医
療
費
が
、
年
に

５
億
円
も
増
え
て
い
る
中
で
、
年

金
収
入
等
が
減
っ
て
加
入
者
の
生

活
も
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、

医
療
費
の
増
加
分
す
べ
て
を
国
保

税
と
し
て
課
税
す
る
こ
と
も
困
難

で
す
。

　
　

年
度
決
算
時
で
、
総
歳
入
に

１５
占
め
る
国
保
税
の
割
合
は　

・
９

３０

㌫
、
こ
の
歳
入
不
足
を
一
般
会
計

か
ら　

億
円
（
市
民
一
人
当
た
り

１１

９
６
６
５
円
）
の
赤
字
財
政
補
て

ん
に
よ
っ
て
収
支
を
保
っ
て
い
ま

す
。

高
齢
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

保税の改定ポイント
前 → 改定後）

・応益割合の比較
７.５  →  ５３.４：４６.６

帯の所得に応じて計算）
６％  →  ４．１６％
世帯で有している固定資産に
１６．０％ → １６．０％（据え置き）

険者数に応じて計算）
  →  ２万５，８００円（据え置き）
ごとに計算）
  →  １万１，０００円（据え置き）

帯の所得に応じて計算）
５％  →  １．１０％
世帯で有している固定資産に
７．０％  →  ７．０％（据え置き）

００円  →  ７,５００円
００円  →  ４,２００円

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
�　

・
７
７
３
２
へ
。　　
　
　

７０

 
会
員
募
集 

改定後の国保税の試算例
（改定前→改定後）

（例１）６８歳の方で、１人で加入の場合

　　　（公的年金による収入が１７０万円）

　　　　１万１,０００円 → １万１,０００円
　　　　（７割軽減）　　 （７割軽減）

（例２）６８歳、６５歳の夫婦で加入の場合

　　　（公的年金による収入が２５０万円）

　　　 　８万５００円 → ８万２,１００円
　        （２割軽減）   （２割軽減）

（例３）３５歳、３３歳、７歳の家族３人で加入の

　　     場合（給与収入が３５０万円）

　　　　１６万５,２００円 → １６万９,１００円

（例４）４５歳、４０歳、１０歳、７歳の家族４人で

　　　  加入の場合（給与収入が５００万円）

　  医療分)　２３万８,１００円 →２４万４,４００円
　  介護分)　４万３,８００円 →５万３,６００円

（例５）５８歳、５５歳、２５歳、２２歳の家族４人

　　   　で加入の場合（事業所得が１,０００万円、　 

  　固定資産税額が３５万円）

　　　　　賦課限度額　６１万円 →  ６１万円

　

年
度
国
民
健
康
保
険
税 

１７納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
　

年
度
の
国
民
健
康
保
険

１７
税
納
税
通
知
書
を
７
月　

日
１５

（
金
）に
発
送
し
ま
す
。
納
期
は

７
月
〜　

年
３
月
の
９
回
と

１８

な
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

17.  7.  1

　

〈
エ
ム
ズ
〉）　

毎
週
月
曜
・
木

Ｓ曜
日
午
前　

時
半
〜
午
後
１
時

１１

　

分
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
。

５０会
費
１
回
１
０
０
０
円
。
詳
し
く

は
タ
カ
ム
ラ
�　

･
１
２
２
９

７３

へ
。

　

◆
ペ
ン
習
字
（
華
月
会
）　

毎

月
第
１
・
第
３
木
曜
・
土
曜
日
の

午
後
１
時
〜
４
時
、
中
央
公
民
館

で
。
会
費
月
１
６
０
０
円
。
見
学

歓
迎
。
詳
し
く
は
福
原
�　

･
５

７１

９
６
０
へ
。

　

◆
例
会
ハ
イ
キ
ン
グ
（
黒
目
川

あ
る
こ
う
会
）　

月
２
回
、
都
内

近
郊
。
会
費
年
１
２
０
０
円
（
ほ

か
に
例
会
参
加
費
１
回
１
０
０

円
）。
７
月
例
会
は
３
日
が
薬
師

池
公
園
と
自
由
民
権
資
料
館
、　
１７

日
が
官
の
倉
山
。
詳
し
く
は
山
田

�　

･
７
９
６
０
へ
。

６７

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
ビ
ッ
ク
ト
ッ

プ
）　

毎
週
日
曜
日
の
午
後
６
時

〜
７
時
半
が
初
級
、
午
後
７
時
半

〜
９
時
が
中
級
、
福
祉
会
館
で
。

入
会
金
１
０
０
０
円
、
会
費
１
回

１
０
０
０
円
。
基
本
か
ら
最
新
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
。
詳
し
く

は
川
上
�　

･
９
３
６
６
へ
。

２２

　

◆
ペ
ン
習
字
（
渓
和
会
）　

毎

月
第
１
〜
第
３
水
曜
日
の
午
前

　

時
〜
正
午
、
中
央
公
民
館
で
。

１０入
会
金
１
０
０
０
円
、
会
費
月
２

０
０
０
円
。
詳
し
く
は
金
田
（
か

な
だ
）
�　

･
７
８
０
７
（
午
後

７５

６
時
〜
９
時
）
へ
。

　

◆
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
（
南
町
小
ク

ラ
ブ
）　

毎
週
木
曜
日
が
午
後
７

時
〜
９
時
、
土
曜
日
が
午
後
４
時

〜
７
時
、
南
町
小
学
校
で
。
会
費

年
３
０
０
０
円
。
初
心
者
歓
迎
。

詳
し
く
は
大
竹
�　

･
１
５
５

７１

７
へ
。

　

◆
ス
ペ
イ
ン
語
会
話
（
ア
ミ
ー

ゴ
ス
）　

毎
週
①
水
曜
日
の
午
前

９
時
〜
正
午
が
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
、
午
後
２
時
半
〜
５
時
半
が

ひ
ば
り
が
丘
図
書
館
（
西
東
京
市

ひ
ば
り
が
丘
一
丁
目
）、
②
金
曜

日
の
午
後
６
時
半
〜
９
時
半
が

中
央
公
民
館
で
。
会
費
１
回
１
５

０
０
円
。
詳
し
く
は
石
崎
�　

・
７１

３
９
６
６
（
夜
間
）
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
ダ
ン
ス
サ
ー

ク
ル
・
ス
テ
ッ
プ
）　

毎
週
土
曜

日
の
午
後
１
時
〜
４
時
、
コ
ミ
ュ

詳
し
く
は
荒
川
�　

･
８
２
３

７２

２
へ
。

　

◆
子
育
て
学
習
会
（
た
ん
ぽ
ぽ

幼
児
ク
ラ
ブ
父
母
の
会
）　

７
月

７
日
（
木
）
午
前　

時
〜　

時
半
、

１０

１１

芝
久
保
公
民
館
（
西
東
京
市
芝
久

保
町
五
丁
目
）
で
。
参
加
費
無
料
。

内
容
「
ど
う
し
て
子
育
て
っ
て
思

い
ど
お
り
に
い
か
な
い
の
？　

パ
ー
ト
Ⅱ
〜
み
ん
な
で
一
緒
に

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
〜
」。
詳
し

く
は
野
畑
（
の
は
た
）
�　

・
７

７６

２
７
７
へ
。

　

◆
映
画
「
父
と
暮
ら
せ
ば
」
の

上
映
（
同
実
行
委
員
会
）　

７
月

　

日
（
日
）
午
前　

時
半
・
午
後

３１

１０

４
時
・
７
時
か
ら
の
３
回
、
中
央

公
民
館
ホ
ー
ル
で
。
入
場
料
前
売

り
１
２
０
０
円
（
当
日
１
５
０
０

円
。
た
だ
し
、　

歳
以
上
の
方
、

６０

小
学
生
〜
高
校
生
、
障
害
を
お
持

ち
の
方
は
１
０
０
０
円
〈
同
１
２

０
０
円
〉）。
原
作
井
上
ひ
さ
し
、

監
督
黒
木
和
雄
、
出
演
宮
沢
り
え

ほ
か
。
詳
し
く
は
倉
本
�　

・
４

７３

２
３
８
へ
。

　

◆
夏
休
み
子
供
会
（
東
京
第
一

友
の
会
南
沢
方
面
）　

７
月　

日
２８

（
木
）
午
前
９
時
〜
午
後
３
時
半
、

自
由
学
園
女
子
部
体
操
館
（
学
園

町
一
丁
目
）
で
。
参
加
費
１
０
０

０
円
（
昼
食
・
お
や
つ
・
工
作
代

含
む
）。
小
学
１
年
〜
４
年
生
、

先
着　

人
。
ハ
ン
カ
チ
染
色
や
お

３５

や
つ
作
り
等
。
申
し
込
み
は
７
月

１
日
（
金
）
か
ら
電
話
で
受
け
付

け
。
詳
し
く
は
鷲
見
（
わ
し
み
）

�　

・
３
３
３
１
へ
。

２３

　

◆
ぬ
く
も
り
バ
ザ
ー
（
た
す
け

あ
い
ぐ
る
ー
ぷ
ぬ
く
も
り
）　

７

月
３
日
（
日
）
午
前　

時
〜
午
後

１０

３
時
、
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

で
。
手
作
り
品
や
日
用
雑
貨
な
ど
。

詳
し
く
は
川
村
�　

･
９
８
９

７７

１
へ
。

　

◆
講
演
会
「　

世
紀
の
戦
争
様

２１

相
と
日
本
の
安
全
保
障
」（
東
久

留
米
市
防
衛
協
会
）　

７
月
７
日

（
木
）
午
後
５
時　

分
〜
７
時
、

４５

商
工
会
館
で
。
入
場
無
料
。
講
師

は
陸
上
自
衛
隊
小
平
副
校
長
で

陸
将
補
の
矢
野
義
昭
氏
。
詳
し
く

は
鈴
木
�　

・
２
０
５
５
へ
。

７０

国
民
健
康
保
険
の 

特
約
保
養
施
設

　

市
で
は
、国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

に
、日
ご
ろ
の
疲
れ
を
癒
や

し
健
康
に
留
意
し
て
い
た
だ
く
た

め
、
関
東
近
辺
の
ホ
テ
ル
や
旅
館

等
と
年
間
を
通
じ
て
特
約
保
養
施

設
の
契
約
を
結
ん
で
い
ま
す
（
右

表
参
照
）。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
が
こ
れ
ら
の
施
設
を
利
用
す

る
と
、
大
人
３
０
０
０
円
、
子
ど

も
２
０
０
０
円
、
年
２
泊
を
限
度

と
し
て
宿
泊
補
助
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
は
、
直
接
施
設
に
予
約 国民健康保険・特約保養施設

協定料金
(１泊２食付き税込み）

電話番号
（下段予約専用等）

所 在 地施 設 名

大　　人２１，１５０円から
子ども１４，７００円から

０４６５・６３・３３２８
神奈川県
湯河原町

おんやど恵
（ め ぐ み ）

大　　人１３，６５０円から
子ども　９，５５５円から

０４６５・６３・３１１１
０３・３４１２・８７６１

神奈川県
湯河原町

青 巒 ( せ い
ら ん ) 荘

大　　人１１，０００円から
子ども　７，７００円から

０４６０・５・８８００
神奈川県
箱 根 町

箱 根 湯 本
ホ テ ル

大　　人１０，０００円から
子ども　６，０００円から

０４６５・６８・１２５１
神奈川県
真 鶴 町

一 望 閣

大　　人１０，０００円から
子ども　６，０００円から

０５５７・８１・８２９１
静 岡 県
熱 海 市

みのや旅館

大　　人　８，４００円から
子ども　５，６００円から

０２７９・７２・３７１１
群 馬 県
伊香保町

ホテル銀水

大　　人１０，６５０円から
子ども　７，３５０円から

０２７８・７２・３０５５
０３・３４３７・０４５６

群 馬 県
月夜野町

辰 巳 館

大　　人１２，０００円から
子ども　８，４００円から

０２５７・８４・２２５１
新 潟 県
湯 沢 町

イ ナ モ ト
旅 館

大　　人　８，４００円から
子ども　５，６００円から

０２５７・８７・４１４１
新 潟 県
湯 沢 町

シ ャ ー レ
ゆざわ銀水

大　　人　７，０００円から
子ども　４，９００円から

０５５１・３５・３０３１
０３・３５４７・２０１７

山 梨 県
北 杜 市

プチホテル
甲 斐 白 州

大　　人　９，４５０円から
子ども　７，３５０円から

０５５・２６３・１１３１
山 梨 県
笛 吹 市

甲州健康館
トロンの湯

大　　人　８，４３１円から
子ども　７，５０７円から

０４２８・７８・９７１1
東 京 都
青 梅 市

国民年金健康
保養センター
おくたま路

大　　人　８，５０５円から
子ども　７，５６０円から

０２６１・７２・７２５５
長 野 県
白 馬 村

リゾートイン
ＶＩＶＡＬＤＩ

※平日と休前日等で料金が異なる場合や、協定料金で宿泊できない期
間を設けている場合があります。予約時にご確認ください。

国民年金・宿泊保養施設
（関東・北陸・中部地域版）

電話番号所 在 地施  設  名

０２９・８７６・５０５０茨城県つくば市
レ イ ク サ イ ド
く き ざ き

０２８・６８６・２３１１栃木県さくら市き つ れ が わ

０２７９・８８・３９６０群馬県草津町
草津グリーン
パークパレス

０４９・２２４・３２１０埼玉県川越市む さ し の

０４８・７６３・８１１１埼玉県春日部市春日部エミナース

０４７０・８７・７１１１千 葉 県 岬 町そ と ぼ う

０４２８・７８・９７１１東京都青梅市お く た ま 路

０３・３４８５・１４１５東京都目黒区こまばエミナース

０４２・７５２・０２９１神奈川県相模原市さ が み の

０２５・５２６・６６１１新潟県上越市上 越

０７６６・７９・１３２４富山県氷見市ひ み

０７６７・２９・４１８１石川県宝達志水町の と

０７７６・７９・１１２４福井県あわら市北 潟 湖 畔 荘

０５５３・２６・３８１１山梨県笛吹市か す が い

０２６７・２２・２２８８長野県小諸市こ も ろ

０２６５・４３・２２５５長野県阿智町ひ る が み

０５８４・３２・３１１８岐阜県養老町
グリーンハイツ
養 老

０５４・６４５・１７１７静岡県藤枝市藤枝エミナース

０５６８・６２・５５１０愛知県犬山市サンパーク犬山

　

市
で
は
、
心
身
の
障
害
を
お
持

ち
の
方
を
対
象
に
住
宅
手
当
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
対
象
は
、
身
体
障
害
者
手

介
護
保
険
料
の
決
定 

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
　

年
度
の
介
護
保
険
料
が
決
定

１７

準
が
８
月
か
ら
変
わ
り
ま
す

現

行
で
は
課
税
所
得
が
１
２
４
万
円

以
上
の
場
合
は
２
割
負
担
と
な
り

ま
す
が
、
改
正
後
は
１
４
５
万
円

以
上
と
な
り
ま
す
。

　
【
一
部
負
担
割
合
が
２
割
の
場

合
】
一
部
負
担
割
合
が
２
割
で

き
は
前
年
度
）
が
非
課
税
で
あ
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
負
担
減
額
認
定
証
の
有
効

期
限
が
７
月　

日
で
切
れ
ま
す
の

３１

で
、
引
き
続
き
交
付
を
受
け
る
方

は
保
険
年
金
課
で
必
ず
交
付
手
続

き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

新
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

　
　

年　

月
に
施
行
さ
れ
た
医
療

１４

１０

制
度
改
革
に
よ
っ
て
、　

歳
以
上

７０

の
方
も
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け

る
ま
で
の
期
間
は
、
引
き
続
き
国

民
健
康
保
険
で
医
療
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

　

歳
に
到
達
し
た
日
が
属
す
る
月

７０の
翌
月
１
日
（
１
日
生
ま
れ
の
方

は
属
す
る
月
か
ら
適
用
）
か
ら
こ

の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
か

し
た
後
、
被
保
険
者
証
と
印
鑑
を

持
参
し
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１

階
）
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
国
民
健
康
保
険

係
�　

・
７
７
３
２
へ
。

７０
国

民

年

金

の 

宿

泊

保

養

施

設

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
や
受
給

者
は
、
全
国
に
あ
る
国
民
年
金
宿

泊
・
保
養
施
設
を
割
安
な
料
金
で

利
用
で
き
ま
す
（
関
東
・
北
陸
・

判
定
さ
れ
た
方
で
も
、
同
一
世
帯

の
老
人
医
療
受
給
者
お
よ
び　

歳
７０

以
上
の
方
の
合
計
収
入
額
（
世
帯

収
入
額
）
が
次
の
基
準
収
入
額
に

満
た
な
い
場
合
は
、「
基
準
収
入
額

適
用
申
請
書
」
に
よ
り
申
請
し
、

認
定
さ
れ
る
と
翌
月
１
日
か
ら
負

担
割
合
が
１
割
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
【
基
準
収
入
額
】同
一
世
帯
で
ほ

か
に　

歳
以
上
の
方
が
い
る
場
合

７０

＝
合
計
６
２
１
万
円
未
満
▼
同
一

世
帯
で
ほ
か
に　

歳
以
上
の
方
が

７０

い
な
い
場
合
＝
４
８
４
万
円
未
満

　
【
一
定
以
上
の
所
得
者
と
は
】次

の
条
件
に
該
当
す
る
方
が
一
定
以

上
所
得
者
と
な
り
ま
す
。
①
住
民

税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上

の
老
人
医
療
受
給
者
本
人
②
住
民

税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上

の　

歳
以
上
の
方
ま
た
は
老
人
医

７０
療
受
給
者
と
同
じ
世
帯
に
い
る
老

人
医
療
受
給
者

　

詳
し
く
は
同
係
（
内
線
２
５
５

２
）
へ
。

暑い夏到来

福

祉

情

報

し
ま
し
た
の
で
、
決
定
通
知
書
を

７
月　

日
（
火
）
に
発
送
し
ま
す
。

１２

　

年
金
か
ら
直
接
納
め
て
い
た
だ

く
方
に
は
特
別
徴
収
決
定
通
知
書

を
お
送
り
し
ま
す
。
年
６
回
の
年

金
支
給
の
と
き
に
天
引
き
と
な
り

ま
す
。
銀
行
等
の
窓
口
で
納
め
て

い
た
だ
く
方
に
は
納
付
書
を
お
送

り
し
ま
す
。
納
期
は
７
月
〜　

年
１８

３
月
の
９
回
と
な
り
ま
す
。
便
利

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
は
、　

歳
以
上
の

４０

す
べ
て
の
方
に
ご
負
担
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
、
今
回
お
知
ら
せ
す

る
の
は
、
ご
自
分
で
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
く　

歳
以
上
の
方
で

６５

す
（　

歳
未
満
の
方
の
保
険
料
は

６５

医
療
保
険
と
一
緒
に
納
め
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
）。

　

介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
に
安
心
し
て
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

国
民
み
ん
な
で
支
え
合
っ
て
い
く

制
度
で
す
。
ご
本
人
だ
け
で
な
く

家
族
の
負
担
も
軽
く
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。　

歳
以
上
の
方
の
保

６５

険
料
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
約

五
分
の
一

を
支
え
て

い
ま
す
。

制
度
の
趣

旨
を
ご
理

解
い
た
だ

き
、
納
め

忘
れ
が
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

（
内
線
４
９
１
０
・
４
９
１
１
）
へ
。

７
月
は
○福
 

医
療
証
の 

更

新

月

　

７
月
は
○福
 

医
療
証
の
更
新
月
で

す
。
対
象
と
な
る
方
に
は
新
し
い

医
療
証
を
郵
送
し
て
い
ま
す
が
、

お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、
介

護
福
祉
課
医
療
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
期
限
切
れ
の
○福
 

医
療
証
は
７
月
に
入
っ
て
か
ら
同

課
（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は
上
の

原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
出

張
所
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

　
【
○福
 

と
は
】
都
の
条
例
に
基
づ

い
た
老
人
の
医
療
費
助
成
制
度
で
、

昭
和　

年
６
月　

日
ま
で
に
生
ま

１２

３０

れ
た
方
で
、　

歳
に
な
る
ま
で
の

７０

方
が
該
当
し
ま
す
。
○福
 

医
療
証
を

健
康
保
険
証
と
一
緒
に
都
と
契
約

し
て
い
る
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提

示
す
る
と
、
医
療
費
の
１
割
負
担

で
受
診
で
き
ま
す

　
【
○福
 

助
成
分
を
立
て
替
え
た
と

き
】
○福
 

医
療
を
取
り
扱
っ
て
い
な

い
病
院
な
ど
で
診
療
を
受
け
た
と

き
は
、
保
険
の
自
己
負
担
分
を
支

払
い
ま
す
が
、
後
で
申
請
に
よ
り

○福
 

助
成
分
の
払
い
戻
し
が
受
け

ら
れ
ま
す

　
【
ご
注
意
】住
所
や
加
入
し
て
い

る
健
康
保
険
の
内
容
に
変
更
が
生

じ
た
と
き
は
、
必
ず
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
係
（
内
線
２
５
５

１
）
へ
。

老
人
医
療
を
受
給 

さ
れ
て
い
る
方
へ

　

老
人
医
療
受
給
者
証
の
負
担
割

合
は
、
毎
年
８
月
１
日
で
住
民
税

課
税
所
得
に
よ
り
定
期
判
定
さ
れ

ま
す
。

　

負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
方
に

は
、
新
し
い
負
担
割
合
を
表
示
し

た
老
人
医
療
受
給
者
証
を
７
月
末

日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
今
ま
で
の
老
人
医
療
受
給

者
証
を
介
護
福
祉
課
医
療
係
（
市

役
所
１
階
）
へ
必
ず
お
返
し
く
だ

さ
い
（
負
担
割
合
に
変
更
が
な
い

場
合
は
引
き
続
き
使
用
で
き
ま

す
）。

　

な
お
、
一
定
以
上
の
所
得
者
と

帳
１
・
２
級
ま
た
は
愛
の
手
帳
１
・

２
・
３
度
を
お
持
ち
の
方
で
、
民

間
ア
パ
ー
ト
・
借
家
・
借
間
に
居

住
し
、
住
宅
手
当
所
得
制
限
限
度

額
内
（
昨
年
度
と
同
額
。

上
表
参
照
）
に
該
当
す

る
方
で
す
。
手
当
額
は

月
額
３
５
０
０
円
で
す
。

該
当
す
る
方
は
障
害
福

祉
課
（
市
役
所
１
階
）

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
受
給
中
の

方
は
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
�

　

・
７
７
４
７
へ
。

７０

障
害
者
住
宅
手
当
を

　
　
　
　
　

支
給
し
ま
す

中
部
地
域
の
対
象
施
設
は
左
表
参

照
）。保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
で

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
料
金

な
ど
の
問
い
合
わ
せ
や
宿
泊
の
申

し
込
み
は
直
接
施
設
へ
。

１７年度　国保
（改定前

①医療分の応能・応
５２.５：４７.

②医療分の税率等
　（応能割）
　・所得割税率（世帯
　　　　　　　３．９６％
　・資産割税率（世帯
　　応じて計算）　１６

　（応益割）
　・均等割額（被保険
　　　２万５，８００円  →
　・平等割額（世帯
　　　１万１，０００円  →

③介護分の税率等
　（応能割）
　・所得割税率（世帯
　　　　　　　０．８５％
　・資産割税率（世帯
　　応じて計算）　７．
　（応益割）
   ・均等割額　７,０００
   ・平等割額　３,２００

住宅手当所得制限限度額
世帯における最多収入
者の所得制限限度額

扶　養
親族数

４７３万５，０００円０人
５１６万８，０００円１人
５６０万３，０００円２人
６０３万８，０００円３人
６４７万３，０００円４人
６９０万８，０００円５人

※扶養親族数６人以降は１人増すごと
に４３万５，０００円を加算

　上手に利用して
　　　　リフレッシュ！

国保と年金の保養施設


